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洗浄剤等の供給装置に対する弊協会の取り組みについてのご説明 

 

日本食品洗浄剤衛生協会 

 

 業務用食器洗浄機用洗浄剤およびリンス剤（以下、洗浄剤等と表記）をお客様がご使用い

ただく際には、通常は製造販売会社が貸与する洗浄剤等供給装置をご利用いただいており

ます。 

 この供給装置につきましては従来、お客様が洗浄剤等の購入先を変更した場合には業界

の慣行として、供給装置の動作状態、耐用年数に関係なく、新たな製造販売会社が供給装

置の付け替えを行ってまいりました。取り外された供給装置は、使用可否に関わらずその多く

は廃棄物として処理される状況にあります。 

 

 日本食品洗浄剤衛生協会では、地球環境の保全、環境負荷の低減等、SDGｓへの取り組

みが叫ばれる昨今の情勢に鑑み、改めて「もったいない」の精神に立ち返り、使用可能な供

給装置はできるだけ使用を継続して、廃棄される資源の削減に取り組むことといたしました。

具体的には、洗浄剤等の切り替えの際には供給装置に関して、今後は各社間で継続使用に

努めてまいります。 

 

 お客様におかれましても、弊協会の取り組み趣旨にご賛同賜りまして、洗浄剤等の供給装

置の継続使用、ならびに廃棄物（ムダな資源）の削減への取り組みにご理解、ご協力賜りま

すよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

以 上 

 

●実施会員一覧（2021年 7月現在、50音順） 

   ＡＤＥＫＡクリーンエイド株式会社 株式会社アルボース 

   エコラボ合同会社   シーバイエス株式会社 

東京サラヤ株式会社   株式会社ニイタカ  

ライオンハイジーン株式会社 

 

  弊協会会員および会員以外でも、本件趣旨にご賛同いただける会社様と広く取り組みを 

進めてまいります。 

 


